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・
対
象
行
為
：
優
良
誤
認
表
示
、
有
利
誤
認
表
示
を
対
象
と
す
る
。

不
実
証
広
告
規
制
に
係
る
表
示
行
為
に
つ
い
て
、
一
定
の
期
間
内
に
当
該
表
示
の

裏
付
け
と
な
る
合
理
的
な
根
拠
を
示
す
資
料
の
提
出
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
表

示
を
不
当
表
示
と
推
定
し
て
課
徴
金
を
賦
課
す
る
。

・
賦
課
金
額
の
算
定
：
対
象
商
品
・
役
務
の
売
上
額
に

３
％
を
乗
じ
る
。

・
対
象
期
間
：
３
年
間
を
上
限
と
す
る
。

・
主
観
的
要
素

：
違
反
事
業
者
が
相
当
の
注
意
を
怠
っ
た
者
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
課
徴
金
を
賦
課
し
な
い
。

・
規
模
基
準
：
課
徴
金
額
が

1
5
0
万
円
未
満
と
な
る
場
合
は
、
課
徴
金
を
賦
課
し
な
い
。

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

概
要

～
不
当
な
表
示
を
防
止
す
る
た
め
に
課
徴
金
制
度
を
導
入
～

こ
れ
ま
で
の
検
討
の
経
緯

・
不
当
表
示
に
対
す
る
課
徴
金
制

度
の
導
入
を
含
む
景
品
表
示
法
改

正
法
案
提
出
（
平
成
2
0
年
３
月
）

→
審
議
さ
れ
な
い
ま
ま
廃
案

・
景
品
表
示
法
の
消
費
者
庁
移
管

→
被
害
者
救
済
制
度
の
総
合
的
な

検
討
を
実
施
す
る
際
に
あ
わ
せ

て
検
討

・
消
費
者
の
財
産
被
害
に
係
る
行

政
手
法
研
究
会
等
に
お
い
て
検
討

平
成

2
6
年

1
0
月

消
費

者
庁

課
徴
金
納
付
命
令

（
第
８
条
）

・
違
反
行
為
を

自
主
申
告
し
た
事
業
者
に
対
し
、
課
徴
金
額
の
２
分
の
１
を
減
額

す
る
。

課
徴
金
額
の
減
額

（
第
９
条
）

・
違
反
行
為
を
や
め
た
日
か
ら
５
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
課
徴
金
を
賦
課
し
な
い
。

除
斥
期
間

（
第
1
2
条
第
７
項
）

・
違
反
事
業
者
に
対
す
る
手
続
保
障
と
し
て
、
弁
明
の
機
会
を
付
与

す
る
。

賦
課
手
続

（
第
1
3
条
）

１
：

実
施

予
定

返
金

措
置

計
画

の
作
成

・
認

定

自
主
返
金
に
よ
り
課
徴
金
の
減
額
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
者
は
、
実
施
予
定
返

金
措
置
計
画
を
作
成
し
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
。

２
：

返
金

措
置
（
返
金
）
の
実
施

事
業
者
は
、
実
施
予
定
返
金
措
置
計
画
に
沿
っ
て
適
正
に
返
金
を
実
施
す
る
。

３
：

報
告

期
限

ま
で
に
報

告

返
金
合
計
額
が

課
徴
金
額
以
上
の
場
合

課
徴

金
の
減
額

返
金
合
計
額
が

課
徴
金
額
未
満
の
場
合

・
公
布
日
か
ら
１
年
６
月
以
内
に
施
行

施
行
期
日

（
附
則
第
１
条
）

不
当
な
表
示
に
よ
る
顧
客
の
誘
引
を
防
止
す
る
た
め
、
不
当
な
表
示
を
行
っ
た
事
業
者
に
対
す
る
課
徴

金
制
度
を
導
入
す
る
と
と
も
に
、
被
害
回
復
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
返
金
に
よ
る
課
徴
金
額
の
減
額
等

の
措
置
を
講
ず
る
。

目 的

不
当
表
示
規
制
の
抑
止
力

を
高
め
る
必
要

・
「
食
品
表
示
等
の
適
正
化

に
つ
い
て
」
（
平
成
2
5
年
1
2

月
９
日
食
品
表
示
等
問
題
関

係
府
省
庁
等
会
議
）

→
同
日
、
内
閣
総
理
大
臣
か

ら
内
閣
府
消
費
者
委
員
会
に

対
し
課
徴
金
制
度
等
の
在
り

方
に
つ
い
て
諮
問

→
平
成
2
6
年
６
月
1
0
日
答
申

・
新
た
な
メ
ニ
ュ
ー
表
示
偽

装
の
発
覚

○
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
2
6
年
法
律
第

7
1
号
）
本
則
第
４
条

（
※
本
条
は
平
成
2
6
年
７
月
２
日
施
行
）

（
政
府
の
措
置
）

第
四
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
り
講
じ
ら
れ
る
措
置
の
ほ
か
、
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後

一
年
以
内
に
、
課
徴
金
に
係
る
制
度
の
整
備
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。

○
衆
参
消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
附
帯
決
議

「
課
徴
金
制
度
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
透
明
性
・
公
平
性
の
確
保
の
た
め
の
主
観
的
要
素
の

在
り
方
な
ど
賦
課
要
件
の
明
確
化
及
び
加
算
・
減
算
・
減
免
措
置
等
に
つ
い
て
検
討
し
、
事
業

者
の
経
済
活
動
を
委
縮
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
消
費
者
の
被
害
回
復

と
い
う
観
点
も
含
め
検
討
し
、
速
や
か
に
法
案
を
提
出
す
る
こ
と
。
」

事
業
者
が
所
定
の
手
続
に
沿
っ
て
自
主
返
金
を
行
っ
た
場
合
（
返
金
措
置
を
実
施
し

た
場
合
）
は
、
課
徴
金
を
命
じ
な
い
又
は
減
額
す
る
。 課

徴
金
の
納

付
を
命

じ
な
い

被
害
回
復

（
第
1
0
条
・
第
1
1
条
）
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不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案 概要 

 最近における商品又は役務の取引に関する表示をめぐる状況に鑑み、不当な表示による顧客の誘

引を防止するため、不当な表示を行った事業者に対する課徴金制度を導入するとともに、併せて課

徴金対象行為による一般消費者の被害の回復を促進する観点から返金措置を実施した事業者に対す

る課徴金の額の減額等の措置を講ずる。 

 

１ 骨子  

  商品及び役務の取引に関する不当な表示を防止するための方策として、不当景品類及び

不当表示防止法（昭和 37 年法律第 134 号。以下「景品表示法」という。）に定められてい

る措置命令に加え、不当表示を行った事業者に経済的不利益を賦課すべく、課徴金制度を

導入する。 

 (1) 対象行為 

  ア 景品表示法において既に定められている不当表示の類型のうち告示によって指定

される不当表示の類型を除き、課徴金を賦課するものとする。 

  イ 不実証広告規制（効果又は性能に関する表示について事業者に一定の期間内に当該

表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出がない場合に、当該表示を不当表

示とみなして措置命令の対象とするもの）に係る表示行為について、課徴金賦課処分

との関係においても、一定の期間内に当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資

料の提出がない場合には、当該表示を不当表示と推定する規定を設けるものとする。 

 (2) 賦課金額の算定 

  ア 対象商品又は役務の売上額に一定の率を乗じるという算定式により、一律に算定す

る。当該乗じる率を 100 分の３とする。 

  イ 課徴金算定の対象期間は、違反行為をやめた日（①違反行為をやめた後そのやめた

日から６か月を経過する日、又は、②当該事業者が違反行為により惹起した一般消費

者の誤認のおそれを解消するための措置をとった日のいずれか早い日までの間に、当

該事業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、最後に当該

取引をした日）から遡って３年間を上限とする。  

(3) 主観的要素 

   違反行為者が、違反行為であることを知らないことにつき相当の注意を怠った者でな

いと認められるときは、課徴金賦課の対象から除外するものとする。 

 (4) 規模基準 

   (2)アで算定した課徴金額が 150 万円未満の場合には課徴金の納付を命ずることがで

きないものとする。 

 (5) 賦課手続 

   違反行為を行った事業者に対する手続保障として弁明の機会を付与するものとする。 

 (6) 除斥期間 

   違反行為をやめた日から５年を経過したときには、課徴金の納付を命じることができ

ないものとする。 

平成26年10月

消 費 者 庁 
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(7) 自主申告 

違反行為について自主申告した事業者に対し、課徴金額の２分の１を減額する。 

 (8) 被害回復 

商品及び役務の取引に関する不当な表示によって一般消費者の被害の回復を促進す

るため、違反行為者が、（Ⅰ）返金額等を個別に特定できる返金対象者に対する返金措

置の実施に関する計画を作成して認定を受け、（Ⅱ）同計画に沿って返金を実施し、（Ⅲ）

報告した場合に、返金相当額(（Ⅰ）の計画認定前の返金相当額を含む。)を、(2)ア又

は(7)により計算した課徴金額から減額する。 

（Ⅰ）下記（ⅰ）の記載事項を記載した計画を作成した上で消費者庁に提出し、下記（ⅱ）

の認定要件に適合するとして認定を受けること（消費者庁は、当該認定時から計画

実施に係る報告期限までの間は、課徴金の納付を命じない。）。 

（ⅰ）必要的記載事項：①実施期間、返金額の算定方法等、②返金措置の内容につ

いての周知方法、③返金措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法等。 

（任意的記載事項：（Ⅰ）の計画提出前に実施した返金措置の内容） 

（報告義務事項：（Ⅰ）の計画提出後認定を受けるまでの間に実施した返金

措置の内容は、別途報告すべきこととする。） 

（ⅱ）認定要件：①返金措置が円滑かつ確実に実施されることが見込まれること、

②返金措置の対象となる者のうち特定の者について不当に差別的でないこ

と、③実施期間が相当の期間内に終了するものであること。 

（Ⅱ）認定を受けた計画に従って、次のとおり適正に返金を実施したこと。 

(a) 返金を受けるのに必要な情報を周知すること。 

(b) 金銭の交付のみを返金の手段とすること。 

(c) 各返金対象者に対し、各人に係る購入額に 100 分の３を乗じた金額以上の金額

を返金すること。 

（Ⅲ）返金措置の実施期間経過後１週間以内に、返金措置を実施した旨を報告したこと。 

(9) その他 

  公布の日から１年６月以内に施行する。 

経過措置その他所要の規定の整備を行うものとする。 

 

２ 参考 

不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律（平成26年法律第71号）（抄） 

（政府の措置）  

第四条 第一条の規定により講じられる措置のほか、政府は、この法律の施行後一年以内に、課

徴金に係る制度の整備について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。 
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課徴金納付命令までの基本的な手続の流れ（イメージ）
－自主返金額を課徴金額から減額する制度導入時－

調査

措置命令

弁明の機会付与
（課徴金納付命令案）

弁明

不当表示

事業者

命じない旨の通知

課徴金
納付命令

実施予定返金
措置計画提出

事業者

報告

事業者

提出期限＝
弁明期限

（事業者が争う場合）

処分取消訴訟等

事業者

●計画提出時に、返
金措置対象者（返金
対象となるべき最終需
要者）が１名以上存在
することが必要。

要件充足 要件不充足

認定

（任意）

返金措置
（自主返金）

事業者 ●調査を受けて、消費者に
返金手続を検討又は開始。

事業者は、実施予定
返金措置計画に記載
した実施期間の経過
後１週間以内に、返金
措置の実施の結果を
報告しなければならな
い。

●認定要件

①当該実施予定返金
措置計画に係る返金
措置が円滑かつ確実
に実施されると見込ま
れること。

②返金措置の対象と
なる者のうち特定の者
について不当に差別
的でないこと。

③当該実施予定返金
措置計画に記載され
ている実施期間が、不
当表示による一般消
費者の被害の回復を
促進するため相当と
認められる期間として
内閣府令で定める期
間内に終了するこ
と。）

報告期限までの間、
課徴金の納付を命
ずることができない。

※報告期限：実施
期間の経過後１週
間以内
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課徴金制度における被害回復の制度設計案（イメージ）

自主返金

自主返金により課徴金の減額を受けようとする事業者は、自主返金の実施に関する

実施予定返金措置計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受け、同計画に沿って、適正
な返金手続を適切に履行する。

事
業
者

●
▲

●
▲

●
▲

●
▲

●
▲

実施予定返金措置計画に沿って適正に返金を実施
① 必要な情報をあらかじめ周知
② 返金の手段は金銭の交付のみ
③ 各返金対象者に、各人に係る購入額に課徴金算
定率を乗じた金額以上の金額を返金

周知後、
申出のあった者に
適正に返金

課徴金の納付を命じない

事業者が所定の手続に沿って自主返金を行った場合（返金措置を実施した
場合）は、課徴金を命じない又は減額する。

返金合計額が
課徴金額未満の場合

事
業
者

ステップ１： 実施予定返金措置計画の作成・認定

内
閣
総
理
大
臣

（消
費
者
庁
）

実施予定返金措置計画を作成・提出

認定

【記載内容】
① 返金額等を個別に特定できる返金対象者 （返金措置の対象者）、
実施期間、返金額の算定方法等

② 返金措置の内容についての周知方法
③ 返金措置の実施に必要な資金の額及び調達方法
④ 実施予定返金措置計画申請前の返金実績 等

ステップ２： 返金措置（返金）の実施

ステップ３： 返金措置の実施期間経過後１週間以内に報告

返金合計額が
課徴金額以上の場合

返金合計額を課徴金額から減額
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景
品
表
示
法
は
、
消
費
者
の
自
主
的
か
つ
合
理
的
な
商
品
及
び
役
務
の
選
択
を
確
保
す
る
た
め
、
一
般
消
費
者
に
誤
認
さ
れ
る
表
示
や
過
大

な
景

品
類
の
提
供
を
制
限
及
び
禁
止
し
て
い
る
（
消
費
者
庁
移
管
に
伴
い
、
「
競
争
法
」
か
ら
「
消
費
者
法
」
に
変
更
。
）
。

景
品

表
示

法
第

４
条

（
不

当
な
表

示
の

禁
止

）
景

品
表

示
法

第
３
条

（
景

品
類

の
制

限
及

び
禁

止
）

優
良

誤
認

(４
条

１
項

１
号

）

有
利

誤
認

(４
条

１
項

２
号

）

誤
認

さ
れ

る
お

そ
れ

の
あ
る
表

示 (４
条

１
項

３
号

）

商
品
又
は
役
務
の
品
質
，
規
格
そ
の
他
の
内
容
に

つ
い
て
の
不
当
表
示

不
実
証
広
告
規
制
（
４
条
２
項
）

優
良
誤
認
に
該
当
す
る
表
示
か
否
か
を
判
断

す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
，
事

業
者
に
対
し
，
期
間
を
定
め
て
、
当
該
表
示
の

裏
付
け
と
な
る
合
理
的
な
根
拠
を
示
す
資
料
の

提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

⇒
事
業
者
が
合
理
的
な
根
拠
を
示
す
資
料
を

提
出
し
な
い
場
合
に
は
，
当
該
表
示
は
優
良

誤
認
表
示
と
み
な
さ
れ
る
。

商
品
又
は
役
務
の
価
格
そ
の
他
の
取
引
条
件
に

つ
い
て
の
不
当
表
示

商
品
又
は
役
務
の
取
引
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
一
般
消
費
者
に
誤
認
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
表
示

１
無
果
汁
の
清
涼
飲
料
水
等
に
つ
い
て
の
表
示

２
商
品
の
原
産
国
に
関
す
る
不
当
な
表
示

３
消
費
者
信
用
の
融
資
費
用
に
関
す
る
不
当
な

表
示

４
不
動
産
の
お
と
り
広
告
に
関
す
る
表
示

５
お
と
り
広
告
に
関
す
る
表
示

６
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
関
す
る
不
当
な
表
示

一
般
懸
賞

総
付

制
限

告
示

(昭
和

５
２
年

告
示

第
５
号

）

総
付
景
品

取
引
価
額

景
品
類
の
最
高
額

1
,
0
0
0
円

未
満

２
０

０
円

1
,
0
0
0
円

以
上

取
引

価
額

の
２

０
％

＝
商
品
の
購
入
者
等
に
も
れ
な
く
提
供
す
る
景
品
類

懸
賞

制
限

告
示

(昭
和

５
２
年

告
示

第
３
号

）

取
引
価
額

景
品
類
限
度
額
（
①
、
②
両
方
の
限
度
内
）

①
最
高
額

②
総

額
5
,
0
0
0
円

未
満

取
引

価
額

の
２

０
倍

懸
賞
に
係
る
売
上
予

定
総
額
の
２
％

5
,
0
0
0
円

以
上

１
０

万
円

共
同
懸
賞

景
品
類
限
度
額
（
①
、
②
両
方
の
限
度
内
）

①
最
高
額

②
総

額
取
引
価
額
に
か
か

わ
ら

ず
３

０
万

円
懸

賞
に

係
る

売
上

予
定

総
額

の
３

％

業
種

別
景

品
告

示

＝
商
品
の
購
入
者
等
に
対
し
、
く
じ
な
ど
の
偶
然
性
、

特
定
行
為
の
優
劣
等
に
よ
っ
て
提
供
す
る
景
品
類

懸
賞
景
品

①
新

聞
業

、
②

雑
誌

業
、
③

不
動

産
業

、
④

医
療

用
医

薬
品

業
・
医

療
機
器
業
及
び
衛
生
検
査
所
業

＝
一
定
地
域
の
同
業
者
や
商
店
街
が
共
同
実
施

景
品

表
示

法
の

概
要

＝
異
な
る
種
類
の
符
票
の
特
定
の
組
合
せ
を

提
示
さ
せ
る
方
法
を
用
い
た
懸
賞

⇒
全

面
禁

止

カ
ー
ド
合
わ
せ
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景
品

表
示

法
の

運
用

状
況

（
調

査
件

数
等

の
推

移
）

（
直

近
４
年

間
、
単

位
：
件

）

年
度

平
成

22
年
度

平
成

23
年
度

平
成

24
年
度

平
成
2
5
年
度

前
年
度
か
ら
の
繰
越

90
25

9
17

0
1
8
0

新
規
件
数

職
権
探
知

49
1

17
8

13
1

1
2
8

情
報
提
供

※
１

35
5(

3,
71

8)
39

2(
3,

66
7)

42
5（

5,
08

2）
5
6
0
（
5
,8
5
8
）

※
２

小
計

84
6

57
0

55
6

6
8
8

調
査
件
数

93
6

82
9

72
6

8
6
8

処
理
件
数

措
置
命
令

20
28

37
4
5

警
告

2
0

26
5※

３
3
7
3
※
３

注
意

41
2

40
5

都
道
府
県
移
送

2
1

12
1
5

協
議
会
処
理

31
53

45
3
3

打
切

り
等

21
0

17
2

18
7

2
0
0

小
計

67
7

65
9

54
6

6
6
6

次
年
度
へ
の
繰
越
し

25
9

17
0

18
0

2
0
2

※
１

外
部

か
ら
提

供
さ
れ

た
情

報
の

う
ち
、
景

品
表

示
法

違
反

被
疑

事
案

と
し
て
処

理
す
る
こ
と
が

適
当

と
思

わ
れ

た
情

報
の

件
数

。
括

弧
内

の
数

字
は

外
部

か
ら
提

供
さ
れ

た
情

報
の

総
数

。
※
２

う
ち
食
品
表
示
に
関
係
す
る
内
容
（
外
食
等
、
役
務
に
分
類
さ
れ
る
も
の
は
含
ま
な
い
。
）
が
含
ま
れ
る
情
報
件
数
は

83
9件

。
※
３

平
成

24
年
度
以
降
に
お
い
て
は
、
「
警
告
」
、
「
注
意
」
の
区
分
を
廃
止
し
、
行
政
手
続
法
上
の
「
行
政
指
導
」
に
あ
た
る
「
指
導
」
の
件
数
と
し
て
い
る
。
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優
良

誤
認

（
第

４
条

第
１
項

第
１
号

）

商
品
又
は
役
務
の
品
質
、
規
格
そ
の
他
の
内
容

に
つ
い
て
の
不
当
表
示

不
実
証
広
告
規
制
（
第
４
条
第
２
項
）

優
良
誤
認
に
該
当
す
る
表
示
か
否
か
を
判
断
す

る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
事
業
者

に
対
し
、
期
間
を
定
め
て
、
当
該
表
示
の
裏
付
け

と
な
る
合
理
的
な
根
拠
を
示
す
資
料
の
提
出
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

⇒
事
業
者
が
合
理
的
な
根
拠
を
示
す
資
料
を

提
出
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
表
示
は
優
良

誤
認
表
示
と
み
な
さ
れ
る
。

有
利

誤
認

（
第

４
条

第
１
項

第
２
号

）

商
品
又
は
役
務
の
価
格
そ
の
他
の
取
引
条
件
に
つ

い
て
の
不
当
表
示

誤
認

さ
れ

る
お
そ

れ
の

あ
る
表

示

（
第

４
条

第
１
項

第
３
号

）

商
品
又
は
役
務
の
取
引
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
一
般
消
費
者
に
誤
認
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
表
示

１
無
果
汁
の
清
涼
飲
料
水
等
に
つ
い
て
の
表
示

２
商
品
の
原
産
国
に
関
す
る
不
当
な
表
示

３
消
費
者
信
用
の
融
資
費
用
に
関
す
る
不
当
な

表
示

４
不
動
産
の
お
と
り
広
告
に
関
す
る
表
示

５
お
と
り
広
告
に
関
す
る
表
示

６
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
関
す
る
不
当
な
表
示

○
景
品
表
示
法
に
お
け
る
不
当
表
示
規
制
の
対
象

平
成
2
1
年
度

（平
成
21
年
9

月
～
）

平
成
2
2
年
度

平
成
2
3
年
度

平
成
2
4
年
度

平
成
2
5
年
度

平
成
2
6
年
度

（
1
0
月
2
3
日

時
点
）

合
計

第
１
号

（
優

良
誤

認
）

５
1
6

1
9

2
9

4
1

９
1
1
9

第
４
条

第
２
項

適
用

（
不
実
証
広
告
）

０
０

３
５

2
2

５
3
5

第
２
号

（
有

利
誤

認
）

０
６

1
1

９
４

１
3
1

第
３
号
（指

定
告
示
規
制
）

１
２

０
２

３
０

８

合
計

６
2
4

3
0

4
0

4
8

1
0

1
5
8

○
不
当
表
示
に
対
す
る
措
置
命
令
事
件
に
お
け
る
景
品
表
示
法
第
４
条
各
号
の
適
用
状
況

（
注
）
関
係
法
条
が
２
以
上
に
わ
た
る
事
件
が
あ
る
た
め
、
本
表
の
合
計
は
措
置
命
令
件
数
（
1
4
6
件
）の

合
計
と
一
致
し
な
い
。
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景品表示法への課徴金制度の導入の検討の主な経緯 

 

○平成 20 年３月 

  景品表示法上の不当表示に対する課徴金制度の導入を含む独占禁止

法及び景品表示法改正法案を国会に提出（廃案）。 

 

○平成 20 年９月 

  消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案を国会

提出（平成 21 年５月成立）。 

 → 景品表示法上の不当表示に対する課徴金制度の導入については、

被害者救済制度の総合的な検討を実施する際にあわせて検討するこ

ととされ、この法案には盛り込まれず。 

 

○平成 21 年６月 

  消費者庁及び消費者員会設置法（平成 21 年法律第 48 号）公布 

 →   附 則（抄） 

  ６ 政府は、消費者庁関連三法の施行（平成 21 年９月１日）後三年を目途とし

て、加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被

害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度につ

いて検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。 

 

○平成 23 年 10 月 

  「消費者の財産被害に係る行政手法研究会」の設置（平成 25 年６月

まで計 18 回開催） 

 → 平成 25 年６月に、「不当表示を抑止することを目的とした賦課金

制度の導入の意義・必要性は、なお認められる」との指摘を盛り込

んだ報告書を取りまとめ。 

 

○平成 25 年 12 月９日 

  食品表示等問題関係府省庁等会議（第２回）において、景品表示法

違反事案に対する課徴金等の新たな措置の検討を含む食品表示適正化

対策を決定。 

 → 同日、内閣総理大臣（消費者庁）から消費者委員会に対し課徴金

制度等の在り方について諮問。 
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○平成 26 年３月 11 日 

  「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案」

を国会に提出（閣法第 54 号） 

 →本則第４条に措置規定を盛り込む。 

（政府の措置） 

第四条 第一条の規定により講じられる措置のほか、政府は、この法律の施行

後一年以内に、課徴金に係る制度の整備について検討を加え、必要な措置を

講ずるものとする。 

 

○平成 26 年６月 10 日 

  消費者委員会において「景品表示法上の不当表示規制の実効性を確

保するための課徴金制度の導入等の違反行為に対する措置の在り方に

ついて（答申）」を取りまとめ。 

 

○平成 26 年６月 13 日 

  不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律（平成

26 年法律第 71 号）公布 

（※成立は６月６日。本則第４条の施行は７月２日。） 

 →附帯決議 

  ・不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案に対する衆議院

附帯決議（平成 26 年５月８日衆議院消費者問題に関する特別委員会）（抄） 

九 課徴金制度の導入に当たっては、透明性・公平性の確保のための主観的

要素の在り方など賦課要件の明確化及び加算・減算・減免措置等について

検討し、事業者の経済活動を萎縮させることがないよう配慮するとともに、

消費者の被害回復という観点も含め検討し、速やかに法案を提出すること。 

・不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案に対する参議

院附帯決議（平成 26 年６月４日参議院消費者問題に関する特別委員会）（抄） 

十二、課徴金制度の導入に当たっては、透明性・公平性の確保のための主観

的要素の在り方など賦課要件の明確化及び加算・減算・減免措置等につい

て検討し、事業者の経済活動を萎縮させることがないよう配慮するととも

に、消費者の被害回復という観点も含め検討し、速やかに法案を提出する

こと。 
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問
題

の
所

在
 

      
  

１
．

個
別

事
案

に
対

す
る

厳
正

な
措

置
 

◎
景

品
表

示
法

に
よ

る
立

入
検

査
、

指
示

、
措

置
命

令
（

行
政

処
分

）
 

・
措
置
命
令
に
従
わ
な
い
場
合
や
虚
偽
報
告
・

検
査
拒
否
は
、
刑
事
罰
（
法
人
は
３
億
円
以
下
の
罰
金
）
 

○
不
正
競
争
防
止
法
(
虚
偽
の
表
示
)
に
違
反
し
た
者
は
、
刑
事
罰
（
法
人
は
３
億
円
以
下
の
罰
金
）
 

（
２

）
行

政
の

監
視

指
導

体
制

の
強

化
 

「
食

品
表

示
等

適
正

化
対

策
」

の
概

要
 

２
．

関
係

業
界

に
お

け
る

表
示

適
正

化
と

ル
ー

ル
遵

守
の

徹
底

 

◎
食

品
表

示
等

の
ル

ー
ル

の
明

確
化

と
遵

守
の

徹
底

―
消
費
者
庁
と
関
連
省
庁
が
連
携
し
た
指
導
―
 

○
関

係
業

界
に

対
す

る
指

導
（
表
示
の
状
況
把
握
と
適
正
化
に
向
け
た
取
組
の
要
請
、
必
要
な
指
導
）

 

○
景

品
表

示
法

の
不

当
表

示
に

関
す

る
分

か
り

や
す

い
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

作
成

と
そ

の
周

知
・

遵
守

徹
底
 

○
消

費
者

庁
及

び
地

方
消

費
生

活
セ

ン
タ

ー
等
の

表
示

に
関
す

る
相

談
体
制

の
強

化
 

３
．

景
品

表
示

法
の

改
正

等
－

緊
急

に
対

応
す

べ
き

事
項

は
次

期
通

常
国

会
に

法
案

を
提

出
 

（
１

）
事

業
者

の
表

示
管

理
体

制
の

強
化

 

（
３

）
違

反
事

案
に

対
す

る
課

徴
金

等
の

新
た

な
措

置
の

検
討

 

①
消

費
者

庁
を

中
心

と
す

る
国

に
お

け
る

体
制

強
化

 

１
）

消
費

者
庁

・
消

費
生

活
セ

ン
タ

ー
の

監
視

指
導

体
制

の
強

化
 

・
消
費
者
庁
・
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
監
視
指
導
体
制
の
強
化
、
「
食
品
表
示
モ
ニ
タ
ー
(仮

称
)」

の
導
入

 

２
）

消
費

者
庁

を
中

心
に

関
係

省
庁

が
連

携
し

、
国

の
表

示
監

視
指

導
を

強
化

す
る

た
め

の
体

制
を

確
立
 

・
消
費
者
庁
の
措
置
命
令
の
実
効
性
を
強
化
す
る
た
め
の
所
要
の
措
置
を
導
入
 

②
都

道
府

県
知

事
の

権
限

強
化

（
措

置
命

令
の

導
入

）
 

・
都
道
府
県
知
事
が
、
措
置
命
令
（
行
政
処
分
）
を
行
え
る
よ
う
に
し
、
地
域
の
監
視
指
導
体
制
を
強
化

 

◎
食

品
表

示
等

に
関

す
る

ｺﾝ
ﾌﾟ

ﾗｲ
ｱﾝ

ｽ強
化

の
た

め
、

事
業

者
の

表
示

管
理

体
制

を
明

確
化

 

対
策

パ
ッ

ケ
ー

ジ
 

◎
景

品
表

示
法

の
不

当
表

示
事

案
に

対
す

る
課

徴
金
等

の
新

た
な

措
置

に
つ

い
て

、
総

合

的
な

観
点

か
ら

検
討

を
行

う
（

消
費

者
委

員
会

(
消
費

者
庁

か
ら

の
諮

問
)
)
。

 

基
本

課
題

 

○
国

内
外

の
消

費
者

の
「

日
本

の
食

」
に

対
す

る
信

頼
を

失

墜
さ

せ
る

お
そ

れ
 
 

【
景

品
表

示
法

の
趣

旨
・

内
容

の
不

徹
底
】

・
過
去
に

同
様

の
不
正

事
案

が
発
生
 

し
て
い
る

に
も

か
か
わ

ら
ず

、
景

品
表
示
法

の
趣

旨
・
内

容
が

十
分

に
周
知
徹

底
さ

れ
て
い

な
い

。
 

・
景
品
表

示
法

の
禁
止

対
象

に
関
す

る
具
体
的

な
ル

ー
ル
が

不
明

確
。
 

【
事

業
者

の
ｺﾝ

ﾌﾟ
ﾗｲ

ｱﾝ
ｽ意

識
の

欠
如

】

・
事
業
者

に
よ

る
表
示

の
重

要
性
の

意
識

、
ｺ
ﾝ
ﾌﾟ

ﾗｲ
ｱ
ﾝ
ｽ(

法
令
・
社

会

規
範
の
遵

守
)
意

識
が
欠

如
。
 

・
事
業
者

内
部

の
表
示

に
関

す
る
管
 

理
責
任
体

制
が

不
明
確

で
あ

る
。

 

【
行

政
の

監
視

指
導

体
制

の
問

題
】

・
多
数
の

事
業

者
を
対

象
と

し
た
監

視
指

導
体

制
を

消
費

者
庁

の
み

で

行
う
に
は

体
制

面
で
限

界
あ

り
。
 

・
悪
質
な

事
案

に
対
す

る
措

置
が
不

十
分
で
は

な
い

か
。
 

事 業 者 の コ ン プ ラ イ ア ン ス 意 識 の

確 立 と 景 品 表 示 法 の 周 知 徹 底 等 

 国 ・ 地 方 の 消 費 者 行

政 の 体 制 強 化 等 

「 日 本 の 食 」 に 対 す る 国 内 外 の 消 費 者 の 信 頼 を 回 復 
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不
当

景
品

類
及

び
不

当
表

示
防

止
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
等

の
法

律
（
概

要
）

平
成
26

年
6月

消
費

者
庁

○
事

業
者

が
講

ず
べ

き
表

示
等

の
管

理
上

の
措

置
（
第

７
条

関
係

）

・
表

示
等

の
適

正
な

管
理

の
た

め
必

要
な

体
制

の
整

備
そ

の
他

の
必

要
な

措
置

等
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

・
事

業
者

が
講

ず
べ

き
措

置
に

関
し

て
必

要
な

指
針

を
定

め
る

も
の

と
す

る
（
事

前
に

事
業

所
管

大
臣

と
協

議
し

、
消

費
者

委
員

会
の

意
見

を
聴

取
）

⇒
予
見
可
能
性
を
確
保
し
、
事
業
者
内
部
に
よ
る
管
理
体
制
整
備
を
推
進

⇒
事
業
者
の
創
意
工
夫
は
確
保
し
、
管
理
体
制
の
内
容
や
水
準
は
、

事
業
者
の
規
模
・
業
種
に
配
慮

○
指

導
及

び
助

言
（
第

８
条

関
係

）
・
勧

告
及

び
公

表
（
第

８
条

の
２

関
係

）
・
内
閣
総
理
大
臣
が
指

導
・
助

言
、
勧

告
（
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
公
表
）

⇒
事

業
者

が
必

要
な

措
置

を
講

じ
て

い
な

い
場

合
の

措
置

○
権

限
の

委
任

等
－

国
の

執
行

体
制

の
強

化
（
第

１
２

条
関

係
）

・
消

費
者

庁
長

官
の

権
限

の
一

部
を

事
業

所
管

大
臣

等
に

委
任

⇒
［
調

査
権

限
］

当
該
事
業
の
実
情
を
踏
ま
え
た
よ
り
迅
速
か
つ
的
確
な
法
執
行
を
推
進

○
権

限
の

委
任

等
－

都
道

府
県

の
執

行
体

制
の

強
化

（
第

１
２

条
関

係
）

・
消

費
者

庁
長

官
の

権
限

の
一

部
を

都
道

府
県

知
事

に
付

与
⇒

［
措

置
命

令
権

限
］

［
合

理
的

根
拠

提
出

要
求

権
限

］
⇒

国
と
地
方
と
の
密
接
な
連
携
を
確
保
し
、
問
題
事
案
に
的
確
に
対
処

Ⅲ
 監

視
指
導
態
勢
の

強
化

Ⅰ
事
業
者
の

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
の

確
立

○
適

格
消

費
者

団
体

※
1へ

の
情

報
提

供
等

（
第

１
０

条
関

係
）

・
消

費
生

活
協

力
団

体
・
消

費
生

活
協

力
員

※
2か

ら
不

当
表

示
等

の
情

報
を

提
供

⇒
民
間
に
よ
る
問
題
事
案
へ
の
対
処
を
支
援

○
関

係
者

（
国

、
地

方
公

共
団

体
、

国
民

生
活

セ
ン

タ
ー

等
）
相

互
の

密
接

な
連

携
の

確
保

（
第

１
５

条
関

係
）

Ⅱ
情
報
提
供
・
連
携
の

確
保

○
課

徴
金

制
度

導
入

に
関

す
る

政
府

の
措

置
（
改

正
法

第
４

条
関

係
）

・
課

徴
金

に
係

る
制

度
の

整
備

に
つ

い
て

検
討

（
改

正
法

施
行

後
１

年
以

内
に

検
討

し
、

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
）

○
施

行
期

日
は

公
布

日
か

ら
６

月
以

内
を

予
定

Ⅳ
 課

徴
金
制
度
の

検
討
等

不
当

景
品

類
及

び
不

当
表

示
防

止
法

※
1

適
格

消
費

者
団

体
に

は
、

景
表

法
の

違
反

行
為

の
差

止
請

求
権

が
認

め
ら

れ
て

い
る

。
※

3
［

］
部

分
は

政
令

で
定

め
る

事
項

の
例

※
2

今
回

改
正

（
消

費
者

安
全

法
の

改
正

）
に

よ
り

新
設

※
4
 県

域
を

超
え

る
場

合
に

は
消

費
者

庁
が

調
整

を
行

う
。

※
3

※
4
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不当景品類及び不当表示防止法上の不当表示規制の実効性を確保するための
課徴金制度の導入等の違反行為に対する措置の在り方について（答申）【概要】

①制度導入の必要性

論点等 答申

○違反行為者に経済的不利益を賦課し、違反行為に対するインセ
ンティブを削ぐ課徴金制度を導入する必要性は高い

②制度の趣旨・目的 ○消費者の利益擁護のため、不当表示を事前に抑止することにある

（１）対象行為

○優良誤認表示・有利誤認表示は、対象とすべき
○指定告示に係る表示は、現状において対象とする必要はない
○不実証広告規制に係る表示は、合理的根拠資料の提出がなけ

れば課徴金を賦課することとした上で、被処分者がその後の訴
訟において合理的根拠資料を提出して不当表示でないことを立
証することにより、賦課処分について争うことができるとする手
続規定を設けるべき

（２）主観的要素

○不当表示がなされた場合には、原則として課徴金を賦課するこ

ととし、違反行為者から、不当表示を意図的に行ったものでなく、
かつ、一定の注意義務を尽くしたことについて合理的な反証が
なされた場合を、例外的に対象外とする

（３）規模基準 ○一定の裾切りは必要である

（４）除斥期間 ○一定の合理的期間を設けるべき

（１）基本的な考え方
○事業者の得た不当な利得相当額を基準とし、一定の算定式によ

り一律に算定すべき

（２）加算措置、

減算・減免措置

○加算措置については、今後の制度設計において、その必要性を
検証しつつ、検討が行われるべき

○減算・減免措置についても、検討する価値を有する

（３）対象期間 ○一定の合理的期間に限定すべき

⑤裁量性の採否 ○裁量を認めるような制度設計とすべきではない

⑥課徴金の賦課手続
○措置命令に係る手続と同様の手続保障を検討すべき
○徴収手続については、既存の課徴金制度に倣って定められるべき

③
対
象
事
案

④
賦
課
金
額
の
算
定

平成２６年６月 消費者委員会

⑦被害回復の在り方

○消費者の被害回復を促進する仕組みを導入すべき

○違反行為者がとった消費者への返金等の自主的対応を勘案し
て、課徴金額から一定額を控除する制度を採用すべき

○「自主的対応」は、対象商品・役務の購入等をした消費者への返
金を原則とすべき

○返金を補完するものとして寄附の仕組みを認めるべきであるが、
寄附先や寄附金の使途については、控除制度が被害回復促進
のための仕組みであること等を踏まえ、限定的に定められるべき
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景
品

表
示

法
へ

の
課

徴
金

制
度

導
入

に
係

る
制

度
設

計
の

方
向

性
（
消

費
者

委
員

会
答

申
と

の
比

較
）
 

（
現

在
の

案
に

お
け

る
網

掛
け

部
分

は
答

申
と

の
差

異
）
 

※
「

不
当

景
品

類
及

び
不

当
表

示
防

止
法
上

の
不

当
表

示
規
制

の
実

効
性

を
確

保
す

る
た

め
の

課
徴

金
制

度
の

導
入

等
の

違
反

行
為

に
対

す
る

措
置

の
在

り
方

に
つ
い

て
（
答

申
）」

（
平

成
26

年
6
月

10
日

）
 

項
目

 
消

費
者

委
員

会
の

答
申

※
 

現
在

の
案

 

対
象

行
為

 

・
優

良
誤

認
・
有

利
誤

認
：
○

 

・
指

定
告

示
：
×

 

・
不

実
証

広
告

規
制

：
○

（
被

処
分

者
が

そ
の

後
の

訴
訟

に
お

い
て

合
理

的
根

拠
資

料

を
提

出
し

て
不

当
表

示
で

な
い

こ
と

を
立

証
す

る
こ

と
に

よ
り

、
賦

課
処

分
に

つ
い

て
争

う

こ
と

が
で

き
る

と
す

る
手

続
規

定
を

設
け

る
べ

き
）
 

・
優

良
誤

認
・
有

利
誤

認
：
○

 

・
指

定
告

示
：
×

 

・
不

実
証

広
告

規
制

：
○

（
被

処
分

者
が

そ
の

後
の

訴
訟

等
で

争
う

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
推

定
規

定
を

設
け

る
）
 

賦
課

金
額

 
一

律
に

算
定

す
べ

き
 

一
律

（
３

％
） 

加
算

・
減

算
 

・
減

免
 

・
加

算
：
今

後
の

制
度

設
計

に
お

い
て

、
そ

の
必

要
性

を
検

証
し

つ
つ

、
検

討
が

行
わ

れ

る
べ

き
 

・
減

算
・
減

免
措

置
：
検

討
す

る
価

値
を

有
す

る
 

・
加

算
：
な

し
（
こ

れ
ま

で
の

事
例

か
ら

は
必

要
性

が
認

め
ら

れ
な

い
た

め
）
 

・
減

算
：
違

反
行

為
に

つ
い

て
自

主
申

告
し

た
場

合
、

課
徴

金
額

の
2

分
の

１
を

減
額

す
る

 

対
象

期
間

 
一

定
の

合
理

的
期

間
に

限
定

す
べ

き
 

有
り

（
上

限
３

年
） 

主
観

的
 

要
素

 

・
原

則
と

し
て

課
徴

金
を

賦
課

す
る

こ
と

と
し

、
違

反
行

為
者

か
ら

、
不

当
表

示
を

意
図

的

に
行

っ
た

も
の

で
な

く
、

か
つ

、
一

定
の

注
意

義
務

を
尽

く
し

た
こ

と
に

つ
い

て
合

理
的

な

反
証

が
な

さ
れ

た
場

合
を

、
例

外
的

に
対

象
外

と
す

る
 

・
原

則
と

し
て

課
徴

金
を

賦
課

す
る

こ
と

と
し

、
違

反
行

為
者

が
相

当
の

注
意

を
怠

っ
た

者
で

な
い

と
認

め
ら

れ
る

場
合

を
例

外
的

に
対

象
外

と
す

る
 

・
表

示
を

す
る

際
に

必
要

と
さ

れ
る

通
常

の
商

慣
行

に
則

っ
た

注
意

を
し

て
い

れ
ば

足
り

る
 

規
模

基
準

 
一

定
の

裾
切

り
は

必
要

 
有

り
（
課

徴
金

額
1
5
0

万
円

） 

手
続

保
障

 
措

置
命

令
に

係
る

手
続

と
同

様
に

す
べ

き
 

措
置

命
令

と
同

様
（
弁

明
の

機
会

の
付

与
）
 

除
斥

期
間

 
一

定
の

合
理

的
期

間
を

設
け

る
べ

き
 

有
り

（
５

年
）
 

被
害

回
復

 

・
消

費
者

の
被

害
回

復
を

促
進

す
る

仕
組

み
を

導
入

す
べ

き
 

・
違

反
行

為
者

が
と

っ
た

消
費

者
へ

の
返

金
等

の
自

主
的

対
応

を
勘

案
し

て
、

課
徴

金

額
か

ら
一

定
額

を
控

除
す

る
制

度
を

採
用

す
べ

き
 

・
「
自

主
的

対
応

」
は

、
対

象
商

品
・
役

務
の

購
入

等
を

し
た

消
費

者
へ

の
返

金
を

原
則

と

す
べ

き
 

・
返

金
を

補
完

す
る

も
の

と
し

て
寄

附
の

仕
組

み
を

認
め

る
べ

き
で

あ
る

が
、

寄
附

先
や

寄
附

金
の

使
途

に
つ

い
て

は
、

控
除

制
度

が
被

害
回

復
促

進
の

た
め

の
仕

組
み

で
あ

る
こ

と
等

を
踏

ま
え

、
限

定
的

に
定

め
ら

れ
る

べ
き

 

・
景

品
表

示
法

が
消

費
者

の
利

益
の

擁
護

及
び

増
進

を
目

的
と

す
る

消
費

者
法

体
系

に
位

置
づ

け
ら

れ
た

こ
と

を
踏

ま
え

、
消

費
者

被
害

の
回

復
を

促
進

す
る

観
点

か
ら

、
事

業
者

の
自

主
的

対
応

を
考

慮

す
る

仕
組

み
を

導
入

す
る

 

・
事

業
者

が
次

の
①

～
③

を
満

た
す

場
合

は
、

自
主

返
金

合
計

額
を

課
徴

金
額

か
ら

減
額

す
る

。
自

主
返

金
合

計
額

が
課

徴
金

額
以

上
の

場
合

は
課

徴
金

の
納

付
を

命
じ

な
い

 

①
事

業
者

が
、

返
金

額
等

を
個

別
に

特
定

で
き

る
返

金
対

象
者

に
対

す
る

自
主

返
金

の
実

施
に

関
す

る
計

画
を

作
成

し
て

消
費

者
庁

の
認

定
を

受
け

、
同

計
画

に
沿

っ
て

、
②

返
金

を
実

施
し

、

③
消

費
者

庁
に

報
告

す
る

こ
と

。
 

 

裁
量

性
 

認
め

る
べ

き
で

な
い

 
な

し
 

徴
収

手
続

 
既

存
の

課
徴

金
制

度
に

倣
っ

て
定

め
ら

れ
る

べ
き

 
民

事
執

行
法

そ
の

他
強

制
執

行
の

手
続

に
関

す
る

法
令

に
よ

る
（
金

商
法

・
公

認
会

計
士

法
に

お
け

る
課

徴
金

制
度

と
同

様
）
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景
品

表
示

法
へ

の
課

徴
金

制
度

導
入

に
係

る
制

度
設

計
の

方
向

性
（
平

成
2
0

年
提

出
法

案
と

の
比

較
）
 

（
現

在
の

案
に

お
け

る
網

掛
け

部
分

は
平

成
2
0

年
提

出
法

案
と

の
差

異
）
 

項
目

 
「私

的
独

占
の

禁
止

及
び

公
正

取
引

の
確

保
に

関
す

る
法

律
及

び
不

当
景

品
類

及
び

不
当

表
示

防
止

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
案

」※
現

在
の

案
 

対
象

行
為

 

・
優

良
誤

認
・
有

利
誤

認
：
○

 

・
指

定
告

示
：
×

 

・
不

実
証

広
告

規
制

：
×

 

・
優

良
誤

認
・
有

利
誤

認
：
○

 

・
指

定
告

示
：
×

 

・
不

実
証

広
告

規
制

：
○

（
被

処
分

者
が

そ
の

後
の

訴
訟

等
で

争
う

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
推

定
規

定
を

設
け

る
）
 

賦
課

金
額

 
一

律
（
３

％
）
 

一
律

（
３

％
）
 

加
算

・
減

算
 

・
減

免
 

い
ず

れ
も

な
し

 
・
減

算
：
違

反
行

為
に

つ
い

て
自

主
申

告
し

た
場

合
、

課
徴

金
額

の
2

分
の

１
を

減
額

す
る

 

対
象

期
間

 
有

り
（
上

限
３

年
） 

有
り

（
上

限
３

年
） 

主
観

的
 

要
素

 

・
原

則
と

し
て

課
徴

金
を

賦
課

す
る

こ
と

と
し

、
違

反
行

為
者

が
相

当
の

注
意

を
著

し
く

怠
っ

た
者

で
な

い
と

認
め

ら
れ

た
場

合
を

例

外
的

に
対

象
外

と
す

る
 

・
原

則
と

し
て

課
徴

金
を

賦
課

す
る

こ
と

と
し

、
違

反
行

為
者

が
相

当
の

注
意

を
怠

っ
た

者
で

な
い

と
認

め
ら

れ
る

場

合
を

例
外

的
に

対
象

外
と

す
る

 

・
表

示
を

す
る

際
に

必
要

と
さ

れ
る

通
常

の
商

慣
行

に
則

っ
た

注
意

を
し

て
い

れ
ば

足
り

る
 

規
模

基
準

 
有

り
（
課

徴
金

額
3
0
0

万
円

） 
有

り
（
課

徴
金

額
1
5
0

万
円

） 

手
続

保
障

 
弁

明
の

機
会

の
付

与
 

措
置

命
令

と
同

様
（
弁

明
の

機
会

の
付

与
）
 

除
斥

期
間

 
有

り
（
５

年
）
 

有
り

（
５

年
）
 

被
害

回
復

 
な

し
 

・
景

品
表

示
法

が
消

費
者

の
利

益
の

擁
護

及
び

増
進

を
目

的
と

す
る

消
費

者
法

体
系

に
位

置
づ

け
ら

れ
た

こ
と

を

踏
ま

え
、

消
費

者
被

害
の

回
復

を
促

進
す

る
観

点
か

ら
、

事
業

者
の

自
主

的
対

応
を

考
慮

す
る

仕
組

み
を

導
入

す

る
 

・
事

業
者

が
次

の
①

～
③

を
満

た
す

場
合

は
、

自
主

返
金

合
計

額
を

課
徴

金
額

か
ら

減
額

す
る

。
自

主
返

金
合

計

額
が

課
徴

金
額

以
上

の
場

合
は

課
徴

金
の

納
付

を
命

じ
な

い
 

①
事

業
者

が
、

返
金

額
等

を
個

別
に

特
定

で
き

る
返

金
対

象
者

に
対

す
る

自
主

返
金

の
実

施
に

関
す

る
計

画
を

作
成

し
て

消
費

者
庁

の
認

定
を

受
け

、
同

計
画

に
沿

っ
て

、
②

返
金

を
実

施
し

、
③

消
費

者
庁

に
報

告
す

る
こ

と
。

 

裁
量

性
 

な
し

 
な

し
 

調
査

権
限

 
排

除
措

置
命

令
と

同
様

 
措

置
命

令
と

同
様

 

徴
収

手
続

 
国

税
滞

納
処

分
の

例
 

民
事

執
行

法
そ

の
他

強
制

執
行

の
手

続
に

関
す

る
法

令
に

よ
る

 
    ※
 
第

1
6
9
回
国
会
閣
法
第

7
3
号
。
平
成

2
0
年

3
月
に
国
会
提
出
さ
れ
た
が
、
第

1
7
0
回
国
会
に
お
い
て
審
議
さ
れ
な
い
ま
ま
廃
案
。
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課
徴
金
の
算
定
率

○
課

徴
金

算
定

の
基

礎
と

な
る

売
上

高
は

、
不

当
表

示
に

係
る

部
分

の
み

→
課

徴
金

額
は

不
当

表
示

の
対

象
商

品
・

役
務

の
売

上
高

×
３

％
と

な
り

、
事

業
者

に
と

っ
て

過
大

な
負

担
と

は
な

ら
な

い

違
反

事
業

者
の

全
売

上
高

不
当
表
示
の

対
象
商
品
の
売
上
高

課
徴
金
額

（
＝

不
当

表
示

の
対

象
商

品
の

売
上

高
×

３
％

）
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課
徴
金
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
売
上
額
の
考
え
方

「
売
上
額
」

→
具
体
的
事
案
に
対
す
る
課
徴
金
額
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
事
実
認
定
に
基
づ
い
て
当
該
不
当
表
示
の
対
象
と
な

っ
た
当
該

商
品

又
は
役

務
の
売
上
額
を
確
定
し
て
、
前
記
一
定
の
算
定
式

に
よ
り
一

律
に
算

出
す

る
こ
と
と
な
る
。

「
当
該
商
品
又
は
役
務
」

→
当
該
課
徴
金
対
象
行
為
（
不
当
表
示
）
が
行
わ
れ
た
商
品
又
は
役
務

○
特
定
の
地
域
・
店
舗
に
お
い
て
供
給
さ
れ
る
商
品
又
は
役
務
の
表
示
が
不
当
表
示
で
あ
っ
た
場
合

→
（
個
別
の
事
実
関
係
の
い
か
ん
に
も
よ
る
が
）
当
該
特
定
の
地
域
・
店
舗
に
お
け
る
商
品
又
は
役
務
が

「
当
該
商
品

又
は
役
務
」
に
該
当
す
る
（
当
該
地
域
に
お
け
る
商
品
又
は
役
務
の
売
上
額
が
課
徴
金
額
の
算
定
根
拠
と
な
る
。
）
。

○
全
国
一
律
に
供
給
さ
れ
る
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
の
表
示
を
し
て
い
た
が
、
特
定
の
地
域
・
店
舗
に
お
い
て
商

品
又
は
役
務
の
実
態
が
表
示
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
場
合

→
（
個
別
の
事
実
関
係
の
い
か
ん
に
も
よ
る
が
）
上
記
の
場
合
と
同
じ
く
、

商
品
又
は
役
務
の
表
示
と
異
な
る
商
品
又
は
役
務
が
供
給
さ
れ
た
の
が
、
特
定
の
地
域
・
店
舗
で
供
給
さ
れ
た
商

品
又
は
役
務
に
限
ら
れ
る
こ
と

（
誤
認
を
し
た
一
般
消
費
者
は
、
当
該
特
定
の
地
域
・
店
舗
で
購
入
し
、
又
は
来
店
し

た
者
で
あ
る
こ
と
）
か
ら
、
当
該
特
定
の
地
域
・
店
舗
に
お
け
る
商
品
又
は
役
務
が
「
当
該
商
品
又
は
役
務
」
に
該
当
す

る
。

17



相
当
の
注
意
の
内
容

「
不

当
表

示
で
あ
る
こ
と
を
知

ら
ず
、
か

つ
、
知

ら
な
い
こ
と
に
つ
き
相

当
の

注
意

を
怠

っ
た
者

」
が

課
徴

金
の

対
象

と
な
る

「
相

当
の

注
意

」
と
は

？

取
引
先
か
ら
提
供
さ
れ
る
書
類
等
で
当
該
表
示
の
根
拠
を
確
認
す
る
な
ど
、
表

示
を
す
る
際

に
必

要
と
さ
れ

る
通

常
の

商
慣

行
に
則

っ
た
注

意
を
し
て
い
れ

ば
足

り
る
。

※
改

正
さ
れ

た
景

品
表

示
法

第
７
条

第
１
項

に
基

づ
き
、

事
業

者
が

「
表

示
管

理
上

必
要

な
措

置
」
を
講

じ
、
こ
れ

を
適

正
に
実

施
し
て
い
る
場

合
や

、
不

当
表

示
を
防

止
す
る
た
め
に
適

切
に
設

定
さ
れ

た
自

主
ル

ー
ル

を
遵

守
し
て
い
る
場

合
に
は

、
「
相

当
の

注
意

を
怠

っ
た
者

で
な
い
」
と
認

め
ら
れ

る
。

※
公
正
競
争
規
約
を
遵
守
し
て
い
る
限
り
、
措
置
命
令
は
出
さ
れ
ず
、
課
徴
金
納
付
命
令
も
出
さ
れ
な
い
。

※
事

業
者

の
規

模
や

業
態

（
川

上
・
川

下
）
、
不

当
表

示
と
な
ら
な
い
よ
う
確

認
を
行

う
た
め
に
要

す
る
費

用
が

過
大

な
も
の

と
な

ら
な
い
か

等
も
勘

案
さ
れ

る
。

具
体
的
に
は
・
・
・

・
表
示
を
す
る
場
合
、
そ
の
根
拠
と
な
る
情
報
の
確
認
を
行
い
、
そ
の
根
拠
を
保
持
す
る
こ
と
（
直
接
の
仕
入
先
に
対
す
る
確
認
、

商
品
自
体
の
表
示
の
確
認
等
）

・
調

達
す
る
原

材
料

等
の

仕
様

、
規

格
、
表

示
内

容
を
確

認
す
る
こ
と

等
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課
徴
金
の
対
象
と
な
る
事
案
は
限
定
さ
れ
る

○
課

徴
金

の
対

象
と

な
る

事
案

は
、

措
置

命
令

の
対

象
と

な
る

事
案

よ
り

も
限

定
さ

れ
る

た
め

、
過

剰
な

規
制

と
は

な
ら

な
い

措
置
命
令
の
要
件

課
徴
金
の
要
件

・
規

模
基

準
（
裾

切
り
）

課
徴

金
額

15
0万

円
未
満
の
場
合

・
主

観
的

要
素

相
当
の
注
意
を
怠
っ
て
い
な
い
場
合

・
自
主
返
金
額
が
課
徴
金
額
を
上
回
っ
た
場
合

⇒
課
徴
金
は
課
さ
れ
な
い
。

景
表
法
に
係
る
処
理
件
数

（
数

字
は

H
2
5
年

度
）

課
徴

金
が

課
さ
れ

る
事

案
は

、
措

置
命

令
事

案
の

半
分

以
下

と
な
る
見

込
み

86
8

45
0

20
0

40
0

60
0

80
0

10
00

調
査
対
象

措
置
命
令

課
徴
金
納
付
命
令

措
置
命
令
の

半
分
以
下
の

見
込
み
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（消費者庁長官）

課徴金納付命令

手続保障と合理的な根拠を示す資料の提出について（イメージ）

調査

（事業者が争う場合）

処分取消訴訟等

（消費者庁長官）

措置命令

（消費者庁長官）

課徴金納付命令案

（事業者）

（任意） （任意）

自主返金 弁明

（消費者庁長官）
命じない旨の通知

（消費者庁長官）

弁明の機会付与
（措置命令案）

（消費者庁長官）

表示の裏付けとなる
合理的な根拠を示す
資料の提出要求

（合理的な根拠を示す資料が提
出されれば、措置命令は出され
ない（したがって、課徴金の納付

も命じられない））

（事業者）

表示の裏付けとなる
合理的な根拠を示す
資料も提出することが

できる

（事業者）

表示の裏付けとなる
合理的な根拠を示す

資料の提出をすることが
できる

自主返金の合計額が課
徴金額を上回ったとき

自主返金しない 又は

自主返金の合計額が課
徴金額に満たなかった
とき

この間に、
合理的な根拠を示す資料

が用意できれば
いつでも提出することができる

（合理的な根拠を示す資料が提出され
れば課徴金納付命令は出されない）

この間に、
合理的な根拠を示す資料

が用意できれば
いつでも提出することができる

（合理的な根拠を示す資料が提出され
れば課徴金納付命令は出されない）

＜不実証広告規制＞

（事業者）

措置命令案に対する
見解を表明（書面又は
口頭）
○違反行為
○違反行為に係る事
実関係

この間、
事業者と消費者庁は

当該表示に関して継続的に
コミュニケーションをとる

事業者がした表示とその商
品・役務について確認

この間、
事業者と消費者庁は

当該表示に関して継続的に
コミュニケーションをとる

事業者がした表示とその商
品・役務について確認

（事業者）

課徴金納付命令案に
対する見解を表明（書
面又は口頭）
○対象違反行為・期間
○課徴金額

＜手続保障＞
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